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はじめに  

 

児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格形成に重大な影響を与えるとともに、子ど

もの生命をも脅かす事態を生じさせる、子どもに対する最も重大な権利侵害です。 

 全国的にも児童虐待の相談件数は増え続け、子どもが被害者となる重大な事件が発生

しています。本市においても、平成 23年に小学生が虐待により重傷を負うという事案

が発生しています。この事案を未然に防止することができなかったことから、改めて児

童虐待防止への取り組みを見直すとともに、二度とこのような事案が起こらないように、

積極的に取り組みを強化していく必要があります。 

 児童虐待は、いくつかの要因が重なれば、どのような家庭でも起こりうると言われて

います。少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化の下で、家庭の養育力や教育力の

低下により、子育てにおける孤立感や負担感が、児童虐待へとつながっていくことがあ

ります。児童虐待をなくしていくためには、様々な分野の関係機関が、常日頃から密接

に連携を図りながら、未然防止と早期発見に努めるとともに、事案への適切な早期対応

と、切れ目のない継続した支援を行っていくことが必要となっています。 

これらの児童虐待防止に向けての取り組み強化の必要性に伴って、児童虐待の防止等

に関する法律も改正が行われるとともに、本市においても、法定化された要保護児童対

策地域協議会を平成 20年に設置して、関係機関が連携を図りながら取り組みを進めて

いるところです。 

このたび、平成16年に発行、平成24年に改訂した「宇治市児童虐待初期対応ハンド

ブック」について、平成28年6月に公布された児童福祉法の一部改正や、平成29年4

月の本市児童虐待担当の移転・改称、及び平成29年6月に京都府で作成された「京都

府児童相談所及び市町村における子ども虐待対応マニュアル」に基づき、再度改訂を行

いました。 

子どもに関わる様々な関係機関の方々に、このハンドブックを活用していただくこと

で、児童虐待という重大な権利侵害から子どもを守り、将来を担う子どもの健やかな成

長につながる取り組みの一助になることを心から願っております。 

 

宇 治 市 

宇 治 市 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 
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 １ 「もしかして児童虐待？」と思ったときのＱ＆Ａ   

 

 

 Ｑ１ そもそもどういうことを「児童虐待」というのですか。 
 
Ａ１ 児童虐待は、子どもに対する最も重大な権利侵害です。 
 

児童虐待とは、保護者（親又は親に代わる養育者）等が、子ども(１８歳未満)

の心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為をいいます。虐待は、子ども

の人権を著しく侵害するだけでなく、ときには生命まで脅かします。 
また、虐待は、子どもの心に深い傷となって残り、不信感や敵意、絶望感な

ど、その後の人格形成に大きな影響を与えるとともに、自分の子育てにもその

影響が引き継がれる危険性すらある、子どもに対する最も重大な権利侵害です。 
 

虐待の類型と子どもへの影響 

 
※子どもへの虐待の類型や子どもへの影響は、いくつか重なって現れる傾向があります。 

１ 虐待の類型  (児童虐待の防止等に関する法律 第２条 児童虐待の定義より) 

 

   (第１号) 身体的虐待 

         殴る、蹴る、首を絞める、熱湯をかける、頭部を激しく揺さぶる、投げ落

とす、逆さ吊りにする、風呂で溺れさせる、タバコの火を押し付ける、冬や

夜間に戸外に閉め出すなど、身体や生命に危険を及ぼす行為 

 

   (第２号) 性的虐待 

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポル

ノグラフィの被写体にするなどの行為 

 

    （第３号）ネグレクト（養育放棄・怠慢） 

         十分な食事を与えない、病気やケガをしても病院に連れて行かない、乳幼

児を家や車中に放置する、夜間に乳幼児を家に残したまま度々外出する、極

端に不潔な環境で生活させている、衣服や下着を不潔なまま連日着せている、

子どもの意に反して学校へ行かせないなど、社会通念上、親として十分な養

育を果たしていないと思われる行為 

 

（第４号）心理的虐待 

    言葉による脅し、罵声をあびせる、無視する、子どもの自尊心を傷つける

言動、他のきょうだいと著しく差別的な扱いをするなどの行為。また、ＤＶ

(ドメスティック・バイオレンス＝夫婦や恋人間の暴力)の場面を見せること

もあてはまります。 
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２ 子どもへの影響 

 

身体面への影響 

     様々な外傷、内出血、骨折、火傷、溺水による障害、発育不全（低身長・ 

低体重、抵抗力低下による病気がち）、発達の遅れ、睡眠障害、頭痛、腹痛、 

疲労感などが生じることがあります。 

 

知的発達への影響 

   虐待という脅威が続くことや情緒的関わりの欠如等は、子どもらしいのび 

のびとした主体的活動を妨げます。そのことが知識や技能の習得の機会を少 

なくさせ、その結果、知的能力を低下させる場合もあります。学習の遅れは、 

知的好奇心や学習の意欲を低下させ、学校等での不適応のきっかけにもなり 

ます。 

 

人格形成（精神面）への影響 

   大切に育てられている実感がないため自尊心が持てず、他人への信頼感が

育っていないため人間関係がうまく築けなくなります。自己否定的で、自暴

自棄になり、自傷や自殺未遂などの行為に結びつくことがあります。 

また、ちょっとした注意や叱責でも、虐待された場面がよみがえってパニ

ックになったり、すぐに興奮して暴れたり、うつ状態や無気力状態になって

しまうなどの精神症状が現れたりする場合もあります。 

 

行動面への影響 

      不安や孤独、虐待を受けていることへの怒りなどを様々な行動で表します。

集中力の欠如、落ち着きのなさ、衝動的・攻撃的な行動、自分をどこまで受

けとめてくれるかを確かめる行動などが特徴的な行動として挙げられます。 

さらに、家に帰りたがらない、家出を繰り返す、不登校、万引きなどの非

行を繰り返したり、不適切な性的刺激にさらされている場合は、過度に性的

な興味や関心を示すなどの背景に、虐待が存在している場合があります。 
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 Ｑ２ なぜ児童虐待が起こるのですか、背景や要因はどのようなものですか。 
  
Ａ２ 児童虐待が起こりやすい要因が重なると事象が発生 
 

児童虐待は、ひとつの原因で発生するのではなく、いくつかの要因が複雑に絡

み合って、起こりやすい状況が生じていると考えられ、それらの状況によっては、

どこにでも起こりうるものです。 
少子化や核家族化、地域のつながりが薄まっていく中で、保護者が子育てに対

する負担感や孤立感を感じている場合、下記の要因とあいまって、児童虐待へつ

ながっていくことがあります。 
 

虐待に至るおそれのある要因（リスク要因） 

（厚生労働省「子ども虐待対応の手引き」より） 

※ 下記の要因が必ずしも児童虐待につながるということではありません。 

 

（１）保護者側のリスク要因 

□妊娠そのものを受容することが困難（望まぬ妊娠、若年の妊娠） 

□子どもへの愛着形成が十分に行われていない（妊娠中の早産、長期入院等） 

□マタニティブルーズや産後うつ病等、精神的に不安定な状況 

□元来、性格が攻撃的・衝動的、体罰容認などの暴力への親和性  

□精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコールや薬物依存 

□育児に対する不安やストレス（保護者が未熟等） 

□被虐待経験（保護者自身が虐待を受けて育った） 等 

（２）子ども側のリスク要因 

□乳児期の子ども 

□未熟児 

□障害児 

□何らかの育てにくさを持っている子ども 等 

（３）養育環境のリスク要因 

□未婚を含む単親家庭 

□内縁者や同居人がいる家庭 

□子ども連れの再婚家庭 

□夫婦関係を始め人間関係に問題を抱える家庭 

□転居を繰り返す家庭 

□親族や地域社会から孤立した家庭 

□生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のある家庭 

□夫婦不和、配偶者からの暴力（DV）等、不安定な状況にある家庭 

□定期的な乳幼児健康診査を受診しない 等 
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 Ｑ３ しつけと虐待は、どう違うのですか。 

 
Ａ３ 親の言い分ではなく、子どもにとって有害かどうかで判断を 
 

「しつけ」は、子どもの気持ちや身体を尊重し、健全な成長発達や人格形成の

ためになされるものです。しかし、虐待は子どもの人権を無視した不適切、不当

な行動をいい、繰り返し継続して行われる行為をいいます。 
児童虐待の防止等に関する法律では、子どものしつけに際して、必要な範囲

を超えて懲戒してはならないとされています。 
「しつけ」だという親の主張に引きずられ、判断を迷っているうちに深刻な

事態に発展することもあります。「しつけ」と「虐待」の違いは、親の側の言い

分によって決まるのではありません。あくまでも、子どもにとって有害かどう

かで判断することが大切です。 
また、子どもは自ら虐待を受けているとは言わないことが多く、子どもに現

れる表面的な問題行動や態度の背景に、虐待があるかもしれないという視点を

常に失わないようにすることが大切です。 
「実の親がそんなことをするはずがない」「そんなことをする親には思えな

い」などの一般常識や自分の先入観がいつもあてはまるとは限りません。虐待

は、条件次第ではどんな家庭にも起こりうる可能性があります。常識や先入観

にとらわれず、子どもに何が起こっているのか、子どもにどのような影響が現

れているのかということで、判断することが重要です。 
 

 
Ｑ４ 虐待通告は義務と聞きますが、ためらってしまいます。 
  
Ａ４ 通告は支援を始める第一歩、子どものためにためらわず、まず電話を 
 

「通告」というと、難しそうな印象がありますが、「通告」は、援助が必要な

子どもや家庭があることを、宇治市や、京都府宇治児童相談所（以下「宇治児童

相談所」という。）に「連絡」し、他の機関との連携や協力を始める第一歩であ

ると考え、ためらわないようにしてください。 
「通告」しにくいようなら、「虐待かどうか判断に迷う」、「どう対応したらい

いか分からない」といった「相談・報告」をしてみてください。 
虐待している親のほとんどは、子育てがうまくいかず、悩んだりイライラし

ています。また、虐待の背景に、親の生育歴や家庭の経済状況などの複雑な要

因が絡んでいることもあり、親がたくさんの悩みを抱え込んで、誰にも相談で

きずにいる場合もあります。 
「通告」とは、子育て支援が必要な親や家庭について、「この親（家庭）への

子育て支援に手を貸してもらえませんか」と、援助を求めるきっかけだと考え

てみてください。 
        もちろん、命が危ぶまれるような緊急な状態の場合は、直ちに救急車の出動要 

請や警察への連絡が優先されます。「児童虐待通告の手順」（５ページ）、「緊急 
度アセスメントシート」（６ページ）を参考にしてください。 
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児童虐待通告の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                             

   

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                           

                       

                      

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                             

 

    

 

    

 
 
 

近隣住民等 

保育所（園）・認定こども園・教育委員会（幼稚園・学校） 

民生児童委員・行政機関・医療機関・その他 

宇 治 市 

（こども福祉課 こども家庭相談担当） 

京都府宇治児童相談所 

 

〔児童に日頃から接している人〕 

児童虐待を疑う事実の確認   

子どもの様子・保護者の様子 

※チェックリスト（P25～P31） 

※身体チェック表（P32）  

※身体発育曲線（P33～P38） 

日々の記録など 

〔複数での事実確認〕（可能な場合） 

      上司・同僚などと相談・協議・組織的に対応 

子ども ・ 保護者 

  

子どもの生命に危険が有るなど 

緊急性が極めて高い 

 

通告・相談 

「いつもと違う」 
 

「何か不自然だ」 

 

た だ ち に 通 告 

一時保護など保護者との

分離が必要 

医療機関 

110番 

警 察 

119番 

救急車 

要保護児童対

策地域協議会

による支援へ 
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           緊急度アセスメントシート  

 

子どもへの虐待を疑ったら、一人で抱え込まず、学校や保育所等として把握できる情報を基に、 

まず組織内で①緊急度や②虐待の重症度等を早急に協議します。判断に迷う場合は、宇治市や宇治

児童相談所に連絡・相談、通告するようにします。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

（「京都府児童相談所及び市町村における子ども虐待対応マニュアル」より） 

６ 
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Ｑ５ 子どもの担当として、虐待を疑ったらどうしたらよいのですか。 
   
Ａ５ ひとりで悩まず相談し、組織として子どもの安全を最優先に対応を 
 

まずは職場の同僚や管理職に、報告と相談をしましょう。虐待の疑いがある

のに、それを放置したり見逃した結果、支援のタイミングを誤り、対応が遅れ

て問題を更に複雑・深刻化させてしまうこともあります。 
そのため、児童虐待について、組織内で話し合える体制をつくっておく、児

童虐待の担当窓口を明確にしておくなど、職員がひとりで抱え込まないように

するための工夫をしておくことも必要です。 
相談を受けた管理職は、まず子どもの様子や、家庭や地域における情報の集

約を図り、事実を整理して、児童虐待の疑いがあると判断した場合は、速やか

に宇治市に通告してください。緊急性が高く、重篤なケースと判断される場合

は、すぐに宇治児童相談所に通告してください。 
また、何らかの理由で組織的に通告ができないときは、虐待を疑った人個人

の判断で通告することができますので、重大な事態が予測される場合は、ため

らわずに通告してください。 
 
 

Ｑ６ 子どもや保護者に聞いても、虐待かどうかはっきりしません。 
 
Ａ６ 虐待の証拠を示す必要はありません。疑いの段階で通告を 

 
保護者は認めなかったり、あいまいな説明をすることが多く、子どもに聞い

ても、子どもが虐待の体験をすらすらと語ることは、まずありません。叩かれ

たりするのは自分が悪いからと思っていることもあり、不安や緊張から逃れる

ために感覚や注意力、現実感を低下させている場合もあります。 
こうした中で、「もし間違っていたら…」という不安を、通告にあたって感じ

る場合があるかもしれません。しかし、もし本当だったら、虐待によって重大

な結果が生じてしまう可能性があることを念頭に行動する必要があります。 
「児童虐待の防止等に関する法律第６条」では「児童虐待を受けたと思われ

る児童を発見した者は、速やかに市町村、児童相談所等に通告しなければなら

ない」と規定し、「虐待の疑い」も含めて、通告することを求めています。この

趣旨に基づく通告については、結果的に虐待の事実は無いということになった

としても、責任を問われることはありません。 
また、保育所や学校などにおいても、保育士や教職員等が確実な証拠を見つ

けたり、虐待を証明する必要はなく、疑いを持った時点で通告することができ

ます。通告（連絡・相談）する際に、虐待が疑われる理由や状況を、分かる範

囲の事実や情報によって、宇治市や宇治児童相談所に伝えるだけで十分です。           

「児童虐待の防止等に関する法律第５条（早期発見等）、第６条（通告義務）」 
（４３ページ）を参照してください。 
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 Ｑ７ 通告すると保護者との信頼関係を損なうのではないかとためらいます。 
 
Ａ７ 保護者の立場より、子どもの立場で判断を 
 

通告にあたっては、児童虐待は子どもに対する最も重大な権利侵害であるこ

とを念頭に、子どもの安全や健全な成長を最優先に考え、まず子どものことを

第一に考えて行動することが必要です。 
保護者との関係維持に意識が行き過ぎると、虐待している保護者と同じ目線

になってしまい、肝心な子どものことが見えなくなることがあります。 
可能であれば、虐待が疑われる初期の段階で、「こうしたこと（不適切で気に

なる状態）が再び起こったり、何度か続くようであれば、宇治市や宇治児童相

談所に連絡しなければならないことになっています」と保護者に伝えるように

します。周囲が心配していることを伝えることで、保護者の注意を喚起すると

ともに、「通告義務」のことに触れておくことが、「虐待の抑止」につながるこ

とがあります。 
 

 
Ｑ８ 通告すると、どのような対応をしてもらえるのでしょうか。 
  
Ａ８  子どもを守ることを最優先に、関連機関が協働して取り組みます。 

 
宇治市では、平成２０年に「児童福祉法第２５条」に基づく「宇治市要保護児

童対策地域協議会（以下「宇治市要対協」という。２２ページ の説明参照）を
設置し、児童虐待の防止の取り組みと、要保護児童の早期発見・家庭支援に取り

組んでいます。 
宇治市が虐待通告を受けると、宇治市として把握できる家庭の基本情報を確認

した上で、通告のあった家庭、児童が所属する学校や保育所等に出向くなどして

子どもの安全確認を行うとともに、通告内容の確認にあわせて、緊急性の判断や

当面の対処について検討します。 
緊急でリスク要因が高く、子どもの一時保護などが必要であると判断される

場合は、宇治児童相談所に連絡します。一時保護や施設入所は、宇治児童相談

所の判断で行われます。また、厚生労働省の「児童相談所運営指針」では、通

告から４８時間以内に児童の安全確認を行う方針が定められています。 
一方、緊急性が低く、継続して在宅での支援が必要である場合は、関係機関で

対応を検討の上、宇治市要対協の調整会議（実務者会議）に事案として登録し、

要保護児童や家庭の実態把握を行いながら、定期的な情報交換を行っていきます。 
通告からの対応は、「宇治市児童虐待対応フロー図」(９ページ)を参照してく

ださい。 
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Ｑ９ 宇治市と宇治児童相談所は、どう連携しているのですか。 

 
Ａ９ 事例の内容に応じた連携・対応を行っています。 
 

宇治市と宇治児童相談所は、互いに連携を図りながら、それぞれの事例に応

じて、取り組みを進めます。 
事例によって、宇治市が、宇治児童相談所へ「援助依頼」をし、児童相談所

からの「専門的援助」や「助言」を得て対応を図ったり、他の専門機関（京都

府山城北保健所や医療機関等）の協力を得ることもあります。 
事例の緊急性が高い場合や重篤な場合は、宇治市から、宇治児童相談所へ「送

致」という形をとって、対応を依頼することもあります。 
また、宇治児童相談所から、宇治市へ協働の取り組み依頼を行い、関係機関

の連携の下、取り組みを進めていく場合もあります。 
「宇治市児童虐待対応フロー図」(９ページ)を参照してください。 
児童虐待防止への取り組みを、継続して確実に取り組んでいくためには、関

係機関が互いにどう連携をとり、協力していけるかが重要です。そのため、関

係者と関係機関が情報を共有しながら、それぞれの役割分担を明確にした上で、

対応していくことが大切です。 
 

 
Ｑ10 「見守る」とは、具体的に、どのようにすればよいのですか。 
  
Ａ10 再発防止のためには、積極的に支援する「見守り」を 
 

「相談」や「通告」によって、児童虐待を専門機関に伝えることで、児童虐

待の対応は終わりではなく、子どもや保護者への支援の第一歩と考えてくださ

い。 
児童虐待の発生を未然に防止するために、子どもや保護者を「見守る」場合、

子どもの様子や生活の変化、家族関係の変化などに注意して観察し、関係機関

で定期的に情報を共有していきます。 
しかし、児童虐待の発生が確認できている場合の再発防止に向けての「見守

り」の場合、子どもに何か起こるまで、また、子どもや保護者に何か変化があ

るまで観察しておくのではなく、再び子どもに何か起こらないように、再び保

護者が虐待に至らないように、積極的に子どもや保護者に関わっていくことが

必要となります。児童虐待が発生してからでは遅いのです。 
再び児童虐待が発生しないように、子どもと保護者に対して、機会があれば、

積極的に関わっていくタイミングを常に計りながら、声かけをしたり、相談に

応じたりしていくことで、子育てを支援しながら、継続して親子を地域や関係

機関で支えていくことが「見守る」上で重要です。 
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２ 児童虐待の早期発見・初期対応について 

 
 
 

 

１ 早期発見のポイント…「いつもと違う」「何か不自然だ」 

「これは虐待かな？」と思った場合、７ページのＱ５の質疑応答にあるように、

担当者ひとりで抱え込まず、組織的に相談・対応することが大切です。 
特に学校や保育所などは、子どもが一日の多くの時間を過ごす場所であり、子

どもと長時間接している教職員や保育従事者は、虐待の兆候に、いち早く気づき

やすい立場にあります。 
そこで、日常的に虐待を見逃さないための最も重要なポイントとして、次のよ

うな「不自然さ」に着目することが大切です。 
 

（１）不自然な傷 

子どもはよくケガをしますが、不自然な傷とは、遊んでいてケガをしな

いような箇所にある傷やあざ、ちょっとした事故ではありえないような火

傷といったものです。このような傷やあざが多くあったり、頻繁に発見さ

れる場合は注意が必要です。 

（２）不自然な説明 

これは虐待している保護者にも、虐待を受けている子どもにもみられま

す。子どもの傷の原因について聞いても、傷の状況から考えられない説明

をしたり、話がころころ変わったりします。子どもの方も、打ち明けたい

気持ちと、打ち明けることへの不安が入り交じり、不自然な説明が多くな

ります。 

（３）不自然な表情 

子どもが無表情であったり、変に大人の機嫌を取るような表情をした

り、ちょっとしたことでおびえるような表情をしたり、落ち着きなくキ

ョロキョロして周囲をうかがうような表情をしたりします。 

（４）不自然な行動・関係 

保護者が現れると急にそわそわしたり、初めての人にも馴れ馴れしくし

たり、年齢にそぐわない言動をみせたりすることがあります。また、虐待

している保護者も、子どもの様子に無頓着だったり、平気で子どもを置い

て遊びにいってしまったりするなど、不自然な行動がみられることがあり

ます。 
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２ 「虐待か？事故か？」…観察と記録のポイント 
 
 

  事故によるケガなのか、虐待による傷なのか、その判断はとても難しいもので
すが、発生部位や外傷の質等によって、虐待の可能性はある程度判断できます。 
子どもの虐待による外傷には次のような特徴があります。これらの点に特に注 
意しながら、身体の観察・記録を行ってください。 

 
(１) 虐待による子どもの外傷の特徴 

 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待による子どもの外傷の特徴  

 

□通常では考えられない部位に傷やあざがある。 

… 臀部や太もも内側、わきの下などに、傷やあざが認められる。 

 

□新旧の傷が混在している。 

… 皮下出血班の色調が様々ある。（治癒の段階が様々である。） 

 

□多発することが多い。 

… 多数の打撲傷が認められる。継続して打撲傷が認められる。 

 

□特徴的な傷痕   

▼爪痕   …  弧を描くことが多く、爪が長い場合は深い。 

▼タバコを押し付けた痕    

…  タバコは中心温度が高いため、中央部分に周辺より          

深い火傷が認められ、ドーナツ型の痕が残る。人目 

に触れにくい場所に多く、複数まとまって認められ 

ることも多い。 

 ▼熱湯による火傷痕 

              …  熱湯が触れた部位と健常部位は、くっきりと境界 

                 が分れる。 

 ▼道具を使って身体的虐待を受けた痕 

          …  布団たたきやベルトなど、叩いた道具特有の痕が 

           皮下出血に残る。手足や胴体など身体の離れた部位 

に残る痕をつなげると、叩かれた道具の形の痕にな 

る場合もある。 
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(２) 外傷の発生部位  ～事故と虐待の違い～ 
 

 発生部位 

不慮の事故による外傷 
額・鼻・顎・肘・膝など皮下の直下に骨があって 

脂肪組織の少ないところ 

身体的虐待による外傷 

□顔面や頭部 

□腹部・臀部や大腿内側など脂肪組織が豊富で柔らか

いところ 

□背中・頚部・わきの下などのくぼんだところ 

□衣服で隠れているところ 

 

(３) 時間経過に伴う挫傷（打撲傷）の色調変化 
 

時間経過 挫傷（打撲傷）の色調変化 

受傷直後の挫傷 「赤みがかった青色」 

１日～５日後 「黒っぽい青から紫色」 

５日～７日後 「緑色」 

７日～１０日後 「緑がかった黄色」 

１０日以上 「黄色っぽい茶色」 

２週間～４週間 「消退」 

 

(４) 記録の方法 
 
ケガや傷がどのような場所に、どのような形で残っているのか、以下の点をポ

イントに、発生部位や全身の状況が分かるように、できる限り図式や映像によっ

て記録に残すことが大切です。また、子どもの傷やあざは治りやすいので、気づ

いたらすぐに記録するようにします。 
 

記録のポイント ・・・気づいたらすぐに記録を 

部位はどこか？ 事故が起きにくい場所に外傷を負っていないか 

どのような外傷か？ 打撲による皮下出血、骨折、火傷、裂傷、擦過傷など 

皮膚の色は？ 
皮下出血斑の色はどうか 

多発しているなら色の違いはどうか 

大きさ、形は？ 大きさはどの程度か、特有の形はしていないか 
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３ 早期発見のための観察と記録について 

 

早期発見のためには、ちょっとしたサインでも見逃さずにキャッチすることが

大切です。子どもやその保護者のことをより深く観察するために、別掲の「早期

発見のためのチェックリスト」（５つの立場・場面別）（２５ページから）を活用

してください。該当する項目の多い少ないで、虐待を判断するためのものではな

く、小さなサインを見逃さないために活用してください。 
また、「もしかして虐待では？」と思ったら、記録を残すことも重要です。い

つ、どこで、誰が、誰に、何を、どのようにということをできるだけ正確に、具

体的に記録します。あざや傷を発見したときは、子どもに不安を与えないように

配慮しながら、スケッチや写真、ビデオ等で記録に残しておくようにします。別

掲の「身体チェック表」（３２ページ）や「乳幼児身体発育曲線」（３３ページか

ら３６ページ）「横断的標準身長・体重曲線」（３７ページから３８ページ）も、

早期発見のために活用してください。  
 

４ 緊急性の判断（リスクアセスメント）について  

 

前述のいろいろな早期発見のツールや、別掲の「緊急度アセスメントシート」

（６ページ）などを活用するなかで、速やかに一時保護を必要とするような、

緊急性が特に高く重篤なケースについては、宇治児童相談所に直接通告し、緊

急度や重篤かどうかの判断が難しい場合は、宇治市にも同時に通告するように

してください。   
 
５ 通告と宇治市の対応について 

 

宇治市に通告（連絡）する場合は、別掲の「聞き取りシート」（３９ページ）

などを参考に、わかる範囲で情報をとりまとめ、まず電話で連絡してください

（通告書の提出は特に求めていません）。 
通告（連絡）を受けると、宇治市として把握できる情報を確認した上で、事

例によっては家庭訪問して直接子どもや保護者に面接を行ったり、学校や保育

所・幼稚園等に出向いて、子どもの安全確認を行うとともに、記録やチェック

リスト表、写真等を確認し実態を把握します。 
また、同時に緊急性の判断等を行い、関係機関と連携し個別ケース会議を開

催するなどして、援助方針の決定、支援計画を作成します。事例の状況によっ

ては、宇治児童相談所と連携を図りながら支援を行います。  
宇治市の対応は、在宅支援が中心ですが、ケースによっては、施設入所の段

階から関わり、在宅支援にスムーズに移行できるように、宇治児童相談所の指

導を受けながら、関連機関とともに対応していきます。 
 最終的には、児童と保護者の関係が改善し、家族の再統合が図られ、児童虐 
待のリスクは無いと判断できれば、終結することになります。  
「児童虐待通告の手順」（５ページ）、「緊急度アセスメントシート」（６ページ）、

「宇治市児童虐待対応フロー図」（９ページ）を参照してください。 
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３  子ども・保護者への具体的な関わり方 

 

    

 

 

１ 関わりの基本的な姿勢 

（１） 虐待する保護者の大半は、親族、近隣、知人などとの適切なつながりがなく、

ひとりで苦しんでいます。子どもを「虐待」することで、保護者自身も傷ついて

いることを念頭において、保護者を責めるのではなく、子どもの育ちと合わせて、

保護者も支える視点が大切です。 
 
（２） 子どもの問題行動や気になる状態が見られても、「困った子」「困った保護者」

と見るのではなく、「困っている子」「困っている保護者」と見て、子どもの家庭

環境を考え、支援のための子どもや保護者との関係づくりに心がけます。 
 
（３） 虐待を受けている子どもは、周囲の大人に対して「どこまでやったら怒るだろ

うか」と、許容限度を試す言動をとることがよく見られます。子どもの表面的な

言動だけを取り上げて叱るのではなく、子どもの置かれている状況や背景を考え

て対応する必要があります。また、子どもの一見「うそ」とも思える不自然な訴

えや、身体上の不調などの訴えもしっかり聴くようにします。 
 
（４） 保護者に会う機会を意識的に増やし、非難するのではなく援助する立場で接し

ます。「虐待」ということばをストレートに使わず、子どもについて心配なこと

や困っていることを聞き出すように心がけ、必要に応じて宇治市や宇治児童相

談所に相談してみるよう勧めてみましょう。 
 
（５） 子どもからの聴き取りや、保護者との面談・家庭訪問にあたって、困難さを伴

うことが予想される場合は、事前に宇治市や宇治児童相談所と対応を協議して、

連携を図った上で行うことが大切です。 
 
※学校や保育所などで、子どもや保護者に関わる場合の注意点やポイント、改善

に向けた視点等について、次に記しますので参考にしてください。 
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２ 子どもからの聴き取りのポイント 

 

① 聴き取る前に準備を  

原則として、あらかじめ関係者で十分な検討をしておきます。 

 

②  子どもがリラックスできる場所で 

子どもがリラックスできる静かな場所で行います。 

 

③ 正確に記録を 

聴き取った内容は、できる限り正確な記録を残します。 

 

④ 無理に聴き出さないこと 

詰問調にならないように注意しながら聴き取ります。子どもが安心できる話

し方や質問方法を心がけます。「はい」「いいえ」で答えられる質問は、できる

だけ避けるようにします。 

 

⑤ 「話してくれてありがとう」 

子どもが家庭内の虐待の事実を話すことは勇気がいることです。子どもの言

葉を、まずは言葉どおりに受け止め、信頼関係を深めるよう努めます。 

 

⑥ 「あなたが悪いんじゃないよ」  

子どもは保護者をかばったり、自分が悪いからだと思っていることが多いも

のです。ただし、子どもの前で親や家族のことをことさら責めるのは好ましく

ありません。「痛かったね」「つらかったね」と、子どもに共感する言葉をかけ

ることが何より大切です。   

 

⑦ 「困ったときは何でも言っていいんだよ」  

子どもからＳＯＳが出せるように、普段から関係づくりに努めます。子ども

が助けを求めてきたときには、しっかり受けとめ責任をもって対応するように

します。  

   

⑧ 「誰にも言わないで」と言われた時は   

約束を守ることは信頼につながりますが、「あなたにとって必要なときには、

子どもを大切に思い、守ってくれる人に相談することがある」ことをきちんと

伝えます。  

 

⑨  聴き取りの回数はできる限り少なく   

何度も同じことを話させることは、子どもに心理的な負担を強いることにも

なりかねません。聴き取りの回数はできる限り少なくします。  
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３ 保護者との面談・家庭訪問のポイント 

 
①  学校や保育所などの組織内で事前に十分な検討をします。 

②  面接や訪問は複数で行うようにします。 

③  通告したことを保護者から非難された場合は、「通告義務」があることを 

伝え、面接や訪問に拒否的な態度の保護者には、支援の姿勢を持ってねば 

り強く対応していきます。 

④  保護者の矛盾する話を、批判的に問い詰める態度をとらないようにします。 

⑤  虐待だけを話題にしないようにします。 

⑥  面接・家庭訪問は、終了後その状況を速やかに記録します。 

※ あらかじめ保護者からの激しい抗議が予想される場合は、宇治市や宇治 
児童相談所と事前に対応を協議します。 
暴力的な抗議が予想されたり、実際に暴力行為が行われた場合は、警 

    察の支援を求めます。  
 

４ 保護者の虐待への反応類型 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

５ 保護者への関わりの基本的対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

①  関与・介入拒否 … 攻撃型（誰が通告したか追及） 

消極型（時間がない、忙しい） 

②  否定      … 否認型（やっていない） 

半否認型（わからない、知らない） 

③  肯定・正当化  … 当然型（しつけ・養育方針である） 

必要性型（こうするしかない） 

④  肯定・反省姿勢 … 現状肯定型（悪いと思うが直せない） 

改善主張型（何とかしたい、もうしない） 

 

①  行為を一方的に非難したり、指導したりせず、とにかくよく話を聞くよう 

にします。その中で、保護者が何に困っているのかに関心を寄せます。 

②  保護者を支援する姿勢を示しましょう。 

③  保護者の気持ちや意向を尊重することは大切ですが、虐待行為そのものは 

許容できないという姿勢を保ち、子どもの安全を最優先に対応します。 

④  子どもの良い部分を伝えましょう。 

⑤  子どもの行動の意味を理解できるように保護者を援助します。 

⑥  話ができる機会を増やし、積極的に支えましょう。 

⑦  他機関との連携によって、相談窓口や行政サービスを積極的に活用できる 

ように支援します。 
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６ 保護者との具体的な対話の技法 

      まずは、保護者の話に耳を傾け、何に困っているのかを共感しながら、相談し
やすい存在になることが大切です。どのようなケースにも有効だというわけでは

ありませんが、具体的な話の進め方を考えてみます。 
 
①傾聴と共感（保護者の気持ちを受けとめる） 
 

まず、保護者が置かれている状況や、子どもに対応する大変さなどについて

理解に努めます。苦しい状況の中でも、保護者は何らかの対応をしながら生活

しています。保護者の言い分を聞くと同時に、「お子さんのことで、困ってい

ることはありますか」などと尋ねる中で、保護者の不安やいらだち、子どもに

ついての保護者の気持ちを引き出します。 
 
②例外の発見（レッテルをはがす） 
 

 「ひどい親だ」などという先入観にとらわれず、話の中で、うまく機能して
いる親の部分に焦点をあてた聞き方をしてみます。うまくいったことがあれば、

それがなぜできたのか、どんな条件があればできるのかを一緒に考えます。そ

のことが具体的に自覚できれば、お互いにプラス感情が共有できます。  
 
③虐待行為は容認しない（社会的規範に照らす） 
 
     保護者との対話のための関係作りは大切ですが、虐待行為については、子ど

もに有害な行為とみなして、はっきりと子どもを守る立場で保護者と対応する

ようにします。状況が許せば、「あなたの行為は虐待とみなされても仕方のな

い行為ですよ」などと明確に伝えていくようにします。    
 
④保護者の気付かない子どもの良さを伝える（子どもへの理解を促す） 

 
保護者の気付かない子どもの良さを伝えることで、子どもを違った眼でみる

ことができるよう支援します。また、子どもの行動の意味を理解できるように、

具体的な説明により、保護者の子どもに対する理解を促すようにします。   
 
⑤スモールステップ（小さな変化を大切に） 
 

保護者に、課題を一度に示して改善を求めても受け止め切れないこともあり

ます。そこで、具体的に取り組むことが可能な事を、保護者にいくつかあげさ

せて、その中から一番うまくいきそうなもの（スモールステップ）を一つか二

つに絞ります。一つでもうまくいけば、それが成功体験となって、保護者の子

どもへの対応の改善につながっていくことがあります。   
 
⑥目標の設定（こうありたい将来への希望） 
 

当面必要な現状への対応だけでなく、将来に向けた具体的な希望や目標が言

葉に表せるように話し合うことを意識してみます。  
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７ 事例からみる検討のポイント 

虐待の種類は、身体的虐待、ネグレクト、性的虐待、心理的虐待と分類されま

すが、いくつか重なって現れる場合も多く、事例の背景も様々です。 
以下に４つの参考事例を紹介しますが、身近に似た事例があっても、定型の対

応だけでなく、ケースによって効果的な様々な取り組み方があります。 
そこで、あえて対応の手順は記述せず、観察や検討のための代表的なポイント

だけを記述しています。どのように取り組めば良いか考えてみてください。 
 

事例１ 【養育放棄の保護者】 

保育所の年中組に入所したばかりの３歳女児のＡちゃんは、母親との２人暮らしで、

他市から引っ越してきました。Ａちゃんは連絡なしに保育所に登園しないことが度々あ

るとともに、服装や髪の毛が汚れたままの時もあり、朝食を食べてきていない日もある

ようです。担任の保育士は、子どもの様子を知っておこうと思い、家庭訪問したところ、

家の中は足の踏み場がないほど散らかっていました。母親に話を聞くと、今は自分の仕

事や自分の男友達と遊ぶことの方が大事なようで、夜にＡちゃんを寝かしつけた後、家

に残したまま、外出していることもあるようです。 

 

ポイント  

①ネグレクト(養育放棄)の要因と思われるのは、どのようなところでしょうか。 

②この事例の緊急度について考えましょう。Ａちゃんは安全な環境でしょうか。 

③今後、Ａちゃんの様子や安全確認は、どのようにすれば良いでしょうか。 

④母親に対しては、どのような関わり方や支援ができるでしょうか。 

⑤保育所をはじめ、連絡を受けた関連機関は、今後、どのように連携して対応していく

ことが必要でしょうか。 

 

事例２ 【心理的虐待とＤＶ】 

地域の民生児童委員から小学校に連絡があり、５年生女子児童のＡさんの家で、親の

子ども達のしかり方がひどく、近所で噂になっているようです。Ａさんは、両親と保育

所年長の妹の４人家族で、近所の人によると、母親が乱暴な言葉で子ども達を長時間し

かりつける声と、妹の泣き声が聞こえることがよくあるようです。また、以前、父親が

お酒を飲んで暴れて物を壊したり、母親が暴力をふるわれたこともあるとのことです。 
 

ポイント  

①虐待と思われるところはどういうところでしょうか。 

②Ａさんの家庭内の様子についてどのように情報収集をしたら良いでしょうか。 

③保育所と小学校との連携はどうしたら良いでしょうか。 

④関係機関との連携はどうしたら良いでしょうか。 

⑤保護者への対応はどうしたら良いでしょうか。 
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事例３ 【不自然な傷やあざがある】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント  

①A君が傷やあざについて、詳しく話したがらないのはなぜでしょう。 

②母親は本当に知らないのでしょうか。 

③A君の様子がおかしいことに気づいた担任は、どうすればよいのでしょう。相談や記

録についても考えてみましょう。 

④学校内ではどのように対応すれば良いでしょうか。 

この事例の対応の緊急度について考えましょう。家族関係の変化がもたらす影響につ

いても考えてみましょう。 

⑤このような事例の場合、学校をはじめ、連絡を受けた関係機関は、今後、どのように

連携して対応していくことが必要でしょうか。 

 

事例４ 【生徒の性的被虐待を知ったら】 

高校１年生の女子生徒Ａさんは、両親が離婚し母親と２人暮らしでしたが、１年ほど

前に母親が再婚し、現在はその継父と３人暮らしです。クラスのムードメーカーで、い

つも明るかったＡさんが、最近元気がなく表情もさえません。ある日、「寝不足で授業

を受ける気になれない。休ませてほしい」と保健室を訪ねてきました。養護教諭が「最

近元気ないけど、何かあったの？」と聞くと、Ａさんは「実は、３か月ほど前から、母

親のいないときに継父からわいせつな行為を強要されている。でも、このことは絶対に

誰にも言わないでほしい」と言いました。 

 

ポイント  

①養護教諭は、この後どのように行動すべきでしょうか。 

②Ａさんの「誰にも言わないでほしい」という思いについて考えるとともに、今後、Ａ

さんにどのような配慮をすることが必要でしょうか。 

③この事例の対応の緊急度について考えましょう。まず、何をすべきでしょうか。 

④このような事例の場合、学校をはじめ、連絡を受けた関係機関は、今後、どのように

対応していくことが必要でしょうか。 

 

小学３年生男子児童の A君は、母親と２人暮らしの家庭です。A君は３年生になって

から、顔にあざや傷が頻繁に見られるため、担任が理由を A君に聞きましたが、転んだ

などと言い、詳しく聞こうとしても、Ａ君は話したがりません。様子も不自然なため、心

配になった担任は、母親から詳しく話を聞きたいと思いましたが、母親はいつも忙しそう

で、連絡がなかなかとれません。何度か連絡をして、やっと電話で話すことができました

が、母親は傷やあざについては、思い当たることはないと言います。そのような中、地域

の民生児童委員から、最近、Ａ君と母親と男性の 3人で、よく買い物をしているのを見

かけるとの情報が寄せられました。 
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４ 児童虐待対応の主な機関についての説明 
 

 

 

１ 宇治市の役割 

  宇治市は、第一義的な児童相談の窓口（児童福祉法第１０条）であり、宇治児
童相談所とともに、児童虐待の通告先（児童虐待の防止等に関する法律第６条）

として位置づけられています。特に、宇治市の福祉・保健・教育に関する各部局

は、子どもや家庭への具体的な制度やサービス利用に関し、身近に相談を受ける

立場にあるため、そうした相談を通じて、虐待の早期発見、家庭状況の把握、具

体的対応が可能です。  
 
（１）こども福祉課 

宇治市要保護児童対策地域協議会の調整機関（事務局）として事務を

行うとともに、子育て支援事業など、子どもに関する様々な施策を行っ

ています。 
 

（２）こども福祉課 こども家庭相談担当 
こども福祉課の中で、主に児童虐待を担当する部門であり、宇治市の児

童虐待の通告窓口として、関係機関と連携しながら、実際の事例の調査や

対応にあたっています。 
特に平成２４年度以降、相談や対応の体制強化を図るとともに、研修会

の開催などにも取り組んでいます。 
 
（３）その他の関係する課 
・保健推進課…乳幼児健診や訪問指導、保護者の育児不安解消のための相談 

（電話・来所・訪問等）を通じて、虐待の未然防止・早期発見・

早期対応にあたっています。 
 
・障害福祉課…身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付申請の

手続きや、障害者に関する様々なサービスを利用するための

窓口になっています。保護者や子どもの障害が児童虐待の要

因のひとつになっている場合には、関係機関と連携を図り、

利用可能なサービスを提供しながら支援に関わります。また、

平成２４年１０月から障害者虐待への対応を行っています。 
 

・生活支援課…生活保護に係る相談や、生活保護受給世帯への訪問等で知り      

得た事柄の中で、虐待につながる可能性のあるものについて

は、関係する部署・機関に情報提供を行い、必要に応じ連携

して対応を行っています。 
 
・男女共同参画課…ＤＶ（配偶者等による暴力）は児童に与える影響が大き

く、児童虐待と関係が深いため、ＤＶの相談をはじめとした

女性のための相談を受け付け、庁内関係課及び関係機関と連

携を密にして対応にあたっています。 
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２ 宇治市要保護児童対策地域協議会（「宇治市要対協」） 
 

宇治市要保護児童対策地域協議会（以下、「宇治市要対協」という。）は、要保

護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認めら

れる児童）の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関が情報や支援につ

いての方針を共有し、適切な連携の下で対応していくため、児童福祉法第２５条

に基づき宇治市が設置した組織です。 
宇治市要対協は、地域の関係機関で構成され、児童虐待防止に関する広報及び

啓発の推進についても取り組み、構成員には守秘義務が課せられています。 
宇治市要対協は、「代表者会議」「調整会議（実務者会議）」「連携会議（市内部

担当者会議）」「個別ケース会議」の四層構造となっています。 
宇治市要対協の構成メンバーは下記のとおりです。 
 
 

【宇治市要保護児童対策地域協議会構成機関・団体】 

（協議会設置要項第３条） 

（１）宇治市社会福祉協議会 

（２）宇治市民生児童委員協議会 

（３）宇治市学区福祉委員会連絡協議会 

（４）宇治久世医師会 

（５）京都弁護士会 

（６）城南人権擁護委員協議会 

（７）宇治地区更生保護女性会 

（８）宇治市青少年健全育成協議会 

（９）宇治市子ども会連絡協議会 

（10）宇治市校長会 

（11）宇治市連合育友会 

（12）宇治市私立幼稚園協議会 

（13）宇治市立幼稚園長会 

（14）宇治市私立幼稚園保護者会連合会 

（15）宇治市立幼稚園ＰＴＡ連合会 

（16）宇治市民間保育園連盟 

（17）宇治市立保育所長会 

（18）宇治市保育所保護者会連合会 

（19）宇治市学童保育保護者会連合会 

（20）特定非営利活動法人 子育てを楽しむ会 

（21）京都地方法務局宇治支局 

（22）京都府山城北保健所 

（23）京都府宇治児童相談所 

（24）京都府宇治警察署 

（25）宇治市教育委員会 

（26）宇治市福祉こども部 

（27）その他市長が指定する関係機関等 
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３ 京都府宇治児童相談所（京都府南部家庭支援センター） 

宇治児童相談所は、児童福祉法に基づいて都道府県や政令指定都市に設置が義

務付けられた（中核市も設置することができる）公的な相談機関で、児童（０歳

から１８歳未満）に関するあらゆる相談に応じています。市町村が児童家庭相談

の第一義的な相談援助活動を行うのに対し、宇治児童相談所は専門的な知識及び

技術を必要とするものについて対応します。 
 

４ 京都府山城北保健所 

児童福祉業務の中に、児童虐待未然防止対策を位置づけ、児童虐待対応専任職

員（児相併任）が配置されており、市町村や宇治児童相談所と連携して、児童虐

待事案への対応や、未然防止のための取り組みを行っています。また、母子保健

業務の中でも、発達クリニックや在宅療養児支援のネットワークづくり等の業務

を通じて、虐待の未然防止・早期発見に努めています。 
 

５ その他の関係機関 

・宇治市教育委員会（教育支援課）…児童虐待の早期発見・対応のため、学 

校・幼稚園及び関係機関と連携し、必要に応じて学校・幼稚園への指導・ 

助言を行います。 

・学校・幼稚園…日常の観察を通じた早期発見、宇治市や宇治児童相談所への 
    相談・通告。関係機関との連携による児童・保護者への支援やモニタリ 

ングを行います。 
・保育所（園）・認定こども園・育成学級（学童保育）…日常の観察を通 

じた早期発見、宇治市や宇治児童相談所への相談・通告。関係機関との 
連携による児童・保護者への支援やモニタリングを行います。 

・民生児童委員・主任児童委員…日常の相談活動等での早期発見、宇治市や 
宇治児童相談所への相談・通告、地域の関係機関と連携した家庭の見守

りなど、地域に密着した活動を行います。 
・京都府宇治警察署・派出所…住民・関係機関からの通報受理、宇治市や宇 

治児童相談所への通告。宇治児童相談所への身柄つき通告。宇治児童相 
談所による安全確認、立入調査、一時保護の際の援助。児童や保護者か 
らの相談を受けます。 

・医療機関…診察・治療を通しての早期発見、宇治市や宇治児童相談所への通 
告、重症度・緊急性の高い場合の入院対応を行います。重篤な入院事例 
では、医療機関に一時保護委託される場合もあります。 

平成２４年度から、京都府全域で市町村と医療機関の連携を強化する

ための体制が整備され、宇治市においても各医療機関と連携して対応を

行っています。 
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５ 参考資料 
 

 

 

 

 １ 早期発見のためのチェックリスト  ・・・・・・・・・・・・・・・・・２５   

 

２ 身体チェック表          ・・・・・・・・・・・・・・・・・３２   

 

３ 乳幼児（男子）身体発育曲線（身長） ・・・・・・・・・・・・・・・・３３   

 

４ 乳幼児（男子）身体発育曲線（体重） ・・・・・・・・・・・・・・・・３４   

 

５ 乳幼児（女子）身体発育曲線（身長） ・・・・・・・・・・・・・・・・３５   

 

６ 乳幼児（女子）身体発育曲線（体重） ・・・・・・・・・・・・・・・・３６   

 

 ７ 横断的標準身長・体重曲線 男子（０－１８歳） ・・・・・・・・・・・３７   

 

 ８ 横断的標準身長・体重曲線 女子（０－１８歳） ・・・・・・・・・・・３８   

    

 ９ 聞き取りシート（例）        ・・・・・・・・・・・・・・・・３９   

 

１０ 関係機関連絡先           ・・・・・・・・・・・・・・・・４０   

 

１１ 児童虐待防止・対応に関わる法律（抜粋） ・・・・・・・・・・・・・・４１   

児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律      

           

 引用・参照資料            

 

                            



※このチェックリストは、児童虐待を早期に発見するための視点（チェックポイント）を示しています。

※早期発見・気づきのためのチェック項目であり、一概に、あてはまる項目の多少によって虐待かどう

　かを判定するものではありません。

※ケースや状況によって、チェック項目を増やしたり、検討をお願いします。

※項目にあてはまるからといって、必ずしも虐待によるものとはいえない場合もあります。虐待による

　心因反応ではなく、障害やその他の要因によるものなどもありますので、注意が必要です。

家庭・地域において

チェック 主な状況

＜身体に現れるサイン＞

□ 不自然な傷がみられる、常にケガやあざがある

□ 衣服がいつも不潔である、臭いがする

□ 季節に応じた服装をしていない

□ 年齢に比べ、異常に痩せている、身長の伸びが悪い

□ 虫歯が多い

＜行動等に現れるサイン＞

□ 喜怒哀楽の表情を表さない、無表情、反応が鈍い、おどおどしている

□ 感情を抑えられず暴力をふるう、攻撃的で乱暴な言葉遣いをする

□ 親がいるとおびえる、親と視線を合わせない、親の前では話をしない

□ 親や家族のことを話したがらない

□ 人の顔色を伺う、異常に甘える、誰にでもなれなれしい

□ 家に帰りたがらなかったり、家出を繰り返す、夜遅くまで遊んでいたり、徘徊する

□ 空腹を訴えることがあり、食べ物を与えると、がつがつ食べる

□ 性的なことで過剰に反応や不安を示したり、年齢にそぐわない性的発言をする

□ 感情的で些細なことで怒ったり、乱暴である

□ 子どもに対する否定的な発言がある、子どもへの態度が冷たい

□ 子どもがケガをしたり、病気になっても病院へ連れて行かない

□ 心身の病気やアルコール・薬物依存がある

□ 精神的に不安定、感情のコントロールができない、虚言が多い

□ 生活のリズムが乱れている、食事をきちんと与えていない

□ 子どもを置いたまま外出する

□ きょうだいの間で養育の差がある

□ 家族・近隣・他の保護者との付き合いがなく、孤立している

□ 虐待行為そのものを目撃（たたく、罵声をあびせるなど）

□ 身体的虐待を疑わせる音が聞こえる（たたく音や叫び声など）

□ 家の内外が汚い

１  早期発見のためのチェックリスト

子
ど
も
の
様
子

保
護
者
の
様
子

そ
の
他
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乳幼児健康診査などにおいて

チェック 主な状況

＜身体に現れるサイン＞

□ 不自然な傷や内出血によるあざ・火傷のあとが見られる

□ 骨折がたびたびある

□ 特別な病気がないのに、身長や体重の発育不良が見られる

□ 脱水症状や栄養障害が見られる

□ 刺激不足を疑わせる発達の遅れ

□ 衣服や身体が不潔な状態である（お尻のただれ、オムツが替えられていないなど）

□ 虫歯が多い

＜行動等に現れるサイン＞

□ 語りかけに対して表情が乏しい

□ あやしても笑わない、視線が合わない

□ 言葉や行動が乱暴である

□ 落ち着きがない

□ かんしゃくが激しい

□ 衣服を脱ぐことや診察を怖がる

□ ちょっとした注意や指示で固くなってしまう

□ 萎縮する、手を上げられると反応する

□ 親や大人の顔色を伺う

□ 初対面の人に対して異常に甘える

□ 健診を受けさせていない、または受診が遅い

□ 病気を放置したり、理由もなく必要な予防接種や健診を受けさせていない

□ 家庭訪問を理由なく拒否する

□ 子どもに対しての扱いが乱暴であったり、態度が冷たかったりする

□ 子どもに対する否定的な発言がある、子どもの言動に無関心である

□ きょうだいで扱いに差が見られる

□ 保護者自身に体調不良（精神的不調も含む）などがある

□ 子育てを困難に感じて悩みや不安を訴えている

□ 母子手帳の記入が極端に少ない

□ 子どもの発達状況を覚えていない

□ 子どもの状態に関して不自然な説明をする（ケガの説明など）

□ 地域や親族から孤立している

□ 育児の協力者がいない

□ 家庭内でもめごとや、いざこざが絶えない、パートナーからのＤＶがある

□ 家の中が汚い

□ 経済的に困難がある、電話・電気・ガスがよく止まっている

□ 連絡が取りにくい、又は取れない

子
ど
も
の
様
子

保
護
者
の
様
子

家
庭
環
境
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保育所（園）・幼稚園などにおいて                                             NO.1

チェック 主な状況

＜身体に現れるサイン＞

□ 不自然な傷やケガが頻繁にある（骨折・あざ・火傷のあと）

□ 特別な病気がないのに、身長や体重の発育不良が見られる

□ 衣服や身体が不潔な状態である（臭いがする、オムツが替えられていないなど）

□ 季節に応じた服装をしていない

□ 空腹を訴えることがあり、食べ物を与えると、がつがつ食べる

□ 虫歯が多い

□ 性器のあたりを痛がったり、かゆがったりする

＜行動・情緒等に現れるサイン＞

□ 刺激不足を疑わせる発達の遅れがある

□ 語りかけに対して表情が乏しい、笑わない、視線が合わない

□ 抱かれると異常に離れたがり、おびえた泣き方、不安定な状態が続く

□ 喜怒哀楽の表情が乏しい、無表情である

□ 親の顔を見ても喜ばない

□ 親と視線を合わせなかったり、態度がおどおどしたりしている

□ あらゆる刺激に対して反応が薄い

□ 食事やおやつ時に異常に食欲がある、満腹感を示さない

＜行動・情緒等に現れるサイン＞

□ イライラしがちで、感情を抑えられなかったりして暴力をふるう

□ かんしゃくが激しい

□ 威圧的、攻撃的で乱暴な言葉遣いや行動をする

□ 小動物をいじめる

□ 自分で自分を傷つける行為をする

□ こわがる、おびえる、急に態度を変える、おどおどしている

□ 手を上げる動作をすると自然と身を引き、萎縮する

□ ちょっとした注意や指示で堅くなってしまう

□ 身体的な接触や接近をおそれる

□ 自発的に人と関わらない、人からの働きかけに反応しない、周囲に無関心である

□ 喜怒哀楽の表情が乏しい、無表情である

□ 保育者に異常に甘える、保育者を独占したがり離れたがらない

□ 親や保育者の顔色を伺う、親の前では従順になる

□ 友達関係がうまくつくれない

□ 友達の持ち物を取って、自分のものにしたがる（キーホルダーなど）

□ 集中力がなく、遊びが長続きしない

□ 家に帰りたがらない

□ 衣服を着替えるとき、異常な不安を見せる

□ 性的なことに過度に興味や関心がある

□ 親や家族のことを話したがらない

□ よく嘘をつく

幼
児
（
１
歳
以
上
）
の
場
合

乳
児
（
１
歳
未
満
）
の
場
合
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保育所（園）・幼稚園などにおいて　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.２

チェック 主な状況

□ 子どもをよく欠席させるが、欠席理由がはっきりしなかったり、連絡をしない

□ 病気を放置したり、理由もなく必要な予防接種や健診を受けさせていない

□ 子どものケガや病気などに対して、医療的処置が遅い、受診させない

□ 決められた時間に送迎ができず、連絡が付かないことがよくある

□ 提出物の未提出が多く、必要なものの準備ができず子どもの忘れ物も多い

□ 行事への不参加など、子どもの園での生活に無関心、非協力的である

□ 子どもに対して乱暴であったり、無関心、態度が冷たい、拒否的である

□ 子どもを放置したまま、よく外出している

□ 対人関係が敵対的でよくトラブルを起こしている

□ 些細なことで怒ったり、乱暴であったりする、威圧的である

□ 親が養育不安や困難を感じている

□ 子どもに能力以上のことを要求する

□ 子どもに常に家事を強要したり、上の子どもに下の子どもの世話をさせたりする

□ 子どもの要求を汲み取ることが出来ない

□ きょうだいで扱いに差が見られる、他の子どもと比較する

□ 子育てを困難に感じて悩みや不安を訴えている

□ ケガ等についての説明が不自然である

□ 精神的に不安定で感情のコントロールができない、虚言が多い

□ 被害者意識が強い

□ 体罰や年齢不相応な教育などを「しつけ」「家庭の教育方針」などと正当化する

□ 話し合いや面談を拒む

□ 被虐待経験がある

□ 心身の病気やアルコール・薬物依存がある

□ 生活のリズムが乱れている、食事をきちんと与えていない

□ 家庭内でもめごとや、いざこざが耐えない、パートナーからのＤＶがある

□ 家族・近隣・他の保護者との付き合いがなく、孤立している

□ 育児の協力者がいない

□ 経済的に不安定である、電話・電気・ガスがよく止まっている

□ 家の内外が汚い

□ 連絡が取れない、取りにくい

保
護
者
の
様
子

家
庭
環
境
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学校などにおいて                          　　　　　　  　　　                NO.1

チェック 主な状況

＜身体に現れるサイン＞

□ 不自然な傷やケガが頻繁にある（骨折・あざ・火傷のあと）

□ 身長や体重の発育不良が見られる、大幅な体重の変化が見られる

□ 虫歯が多い

□ 衣服や身体がいつも不潔である、季節にそぐわない服装をしている

□ 性器のあたりを痛がったり、かゆがったりする

＜行動等に現れるサイン＞

□ 下校時刻になっても家に帰りたがらない、家出や深夜徘徊等を繰り返す

□ イライラしがちで、感情を抑えられず暴力をふるう、攻撃的で乱暴な言葉遣いをする

□ 万引きなどの問題行動を繰り返す、金銭の持ち出しや盗癖がある

□ 理由のはっきりしない欠席・遅刻・早退が多い、もしくは不登校である

□ 基本的な生活習慣が身についていない

□ 給食をがつがつ食べる、友達から食べ物をもらっている

□ 喜怒哀楽の表情が乏しい、無表情、反応が鈍い、いつもおどおどしている

□ 教師の顔色を伺ったり、教師がいるときといないときで態度が変わる

□ 異常に甘える、誰にでもなれなれしい

□ 身体的な接触をおそれる

□ 年齢に不相応な性的な興味を持っている

□ 出会い系サイトなどを利用した性的非行が伺われる

□ 衣類を着替えるとき、異常な不安を見せる

□ 友達関係がうまくつくれない

□ 落ち着きが無い、嘘が多い

□ 親や家族のことを話したがらない

□ 不自然に子どもが親に密着する

□ 忘れ物が多い

□ 小動物をいじめる

□ 自分で自分を傷つける行為をする

□ 対人関係が敵対的でよくトラブルを起こしている

□ 些細なことで怒ったり、乱暴であったり、威圧的である

□ 親に養育不安や困難がある

□ 子どもに能力以上のことを要求する

□ 育てにくさなど養育についての悩みや不安を訴える

□ ケガ等についての説明が不自然である

□ 子どものケガや病気の程度に比べて、医療的処置が遅い、受診させない

□ 被害者意識が強い

□ 体罰や年齢不相応な教育などを「しつけ」「家庭の教育方針」などと正当化する

子
ど
も
の
様
子

保
護
者
の
様
子
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学校などにおいて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.２

チェック 主な状況

□ 話し合いや面談を拒む

□ 約束など決めた時間に行動ができず、連絡が付かないことがよくある

□ 欠席理由がはっきりしなかったり、連絡がない

□ 子どもに対して乱暴であったり、無関心、態度が冷たい、拒否的である

□ 行事など子どもの学校生活に無関心、非協力的あるいは批判的態度である

□ きょうだいの間に養育の差がある

□ 子どもを放置したまま、よく外出している

□ 常に上の子どもに下の子どもの面倒を見させたり家事を強要する

□ 精神的に不安定、感情のコントロールができない、虚言が多い

□ 被虐待経験がある

□ 心身の病気やアルコール・薬物依存がある

□ 生活のリズムが乱れている、食事をきちんと与えていない

□ 家庭内でもめごとや、いざこざが絶えない、パートナーからのＤＶがある

□ 親族・近隣・他の保護者との付き合いがなく、孤立している

□ 育児の協力者がいない

□ 経済的に不安定である、電話・電気・ガスがよく止まっている

□ 家の内外が汚い

□ 子どもたちがよくたむろしている

家
庭
環
境
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医療機関などにおいて

チェック 主な状況

＜身体に現れるサイン＞

□ 基礎疾患のない発育不良（低身長・低体重・低栄養）・愛情遮断症候群

□ 基礎疾患のない発達遅滞（ネグレクトや心理的・身体的虐待による発達の遅れ）

□ 原因不明の熱中症や脱水症状、栄養障害が見られる

□ 虫歯が多い

□ 原因不明の窒息

□ 不自然な溺水

□ 衣服や体が不潔な状態（お尻がただれている等）

□ 不自然な傷や内出血によるあざ・火傷のあとが見られる

□ 頭蓋内出血（特に硬膜下出血）や脳挫傷がある

□ 鼻骨骨折がある

□ 鼓膜裂傷がある

□ 性器や肛門周囲の外傷、又は性感染症を疑う症状がある（尿道炎や急性膀胱炎）

□ 内臓出血がある

□ 多数の打撲や傷がある

□ 新旧混在する多発骨折がある

＜行動等に現れるサイン＞

□ 語りかけに対して表情が乏しい、無表情である

□ あやしても笑わない、視線が合わない

□ 言葉や行動が乱暴である

□ 落ち着きが無い

□ かんしゃくが激しい

□ 親のいるときといないときで態度や表情が極端に違う

□ 親に対して異常な反応（おびえ等）をする、又は親と分離しても不安がらない

□ 衣服を脱ぐことや診察を怖がる

□ ちょっとした注意や指示で固くなってしまう、萎縮する

□ 子どもに対しての扱いが乱暴であったり、態度が冷たい

□ 子どもに対する拒否的な発言がある

□ 子どもの状態に関して、説明が不自然で内容がころころ変わる（ケガの説明など）

□ 病状を放置したり、病状のわりに受診が遅い

□ 心配する様子が乏しく、心配気に説明を求めてくることが少ない

□ 必要な入院を拒否する、早く子どもを連れて帰ろうとする

□ 入院中も子どもの世話より他の事を優先する態度が見られる

□ 医療機関を渡り歩く

□ 医療機関に対する挑発的な態度が見られる

□ 必要な予防接種や健診等を受けていない
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2 身体チェック表                   
  
 

記録者：       
 

     子ども：氏名                     性別  男 ・ 女 
                      

         生年月日   年  月  日生れ （    歳    か月） 
 

        身体チェックの実施日時：     年   月   日  午前・午後   時   分 
 

身体チェックを行った者   ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観察項目】 
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3 乳幼児（男子）身体発育曲線  身長 

 

（グラフは厚生労働省資料・平成２２年乳幼児身体発育調査結果より） 
 

【発育状況の評価】 

※パーセンタイルとは 

パーセンタイルとは、小さいほうから数 

えて何％目の値はどのくらいか、という見 

方を表します。 

表示曲線の数値は、小さいほうから数え 

て、3、10、25、50、75、90、97％ 

目の数値に当たります。 

例えば100人を大きさの順に並べた場 

合、３パーセンタイルは小さい方から3人 

目に当たります。 

 

◆児童虐待による影響の可能性 

数値の目安として、概ね３パーセンタイ 

ル以下の場合は、医学的に精密検査を要す 

る値と等しいとされ、発育不良を疑います 

が、過去の成長発育からみて予測されるラ 

インから、直近の成長曲線がはずれてきて 

いる場合（例：身長が横ばいで増加しない、 

体重の減少や停滞が見られるなど）は児童 

               虐待による影響を疑う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳児 

幼児 
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4 乳幼児（男子）身体発育曲線 体重 

 

（グラフは厚生労働省資料・平成２２年乳幼児身体発育調査結果より） 
 

【発育状況の評価】 

※パーセンタイルとは 

パーセンタイルとは、小さいほうから数 

えて何％目の値はどのくらいか、という見 

方を表します。 

表示曲線の数値は、小さいほうから数え 

て、3、10、25、50、75、90、97％ 

目の数値に当たります。 

例えば100人を大きさの順に並べた場 

合、３パーセンタイルは小さい方から3人 

目に当たります。 

 

◆児童虐待による影響の可能性 

数値の目安として、概ね３パーセンタイ 

ル以下の場合は、医学的に精密検査を要す 

る値と等しいとされ、発育不良を疑います 

が、過去の成長発育からみて予測されるラ 

インから、直近の成長曲線がはずれてきて 

いる場合（例：身長が横ばいで増加しない、 

体重の減少や停滞が見られるなど）は児童 

               虐待による影響を疑う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳児 

幼児 
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5 乳幼児（女子）身体発育曲線 身長 

 

（グラフは厚生労働省資料・平成２２年乳幼児身体発育調査結果より） 

 
【発育状況の評価】 

※パーセンタイルとは 

パーセンタイルとは、小さいほうから数 

えて何％目の値はどのくらいか、という見 

方を表します。 

表示曲線の数値は、小さいほうから数え 

て、3、10、25、50、75、90、97％ 

目の数値に当たります。 

例えば100人を大きさの順に並べた場 

合、３パーセンタイルは小さい方から3人 

目に当たります。 

 

◆児童虐待による影響の可能性 

数値の目安として、概ね３パーセンタイ 

ル以下の場合は、医学的に精密検査を要す 

る値と等しいとされ、発育不良を疑います 

が、過去の成長発育からみて予測されるラ 

インから、直近の成長曲線がはずれてきて 

いる場合（例：身長が横ばいで増加しない、 

体重の減少や停滞が見られるなど）は児童 

               虐待による影響を疑う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳児 

幼児 
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6 乳幼児（女子）身体発育曲線 体重 

 

（グラフは厚生労働省資料・平成２２年乳幼児身体発育調査結果より） 
 

【発育状況の評価】 

※パーセンタイルとは 

パーセンタイルとは、小さいほうから数 

えて何％目の値はどのくらいか、という見 

方を表します。 

表示曲線の数値は、小さいほうから数え 

て、3、10、25、50、75、90、97％ 

目の数値に当たります。 

例えば100人を大きさの順に並べた場 

合、３パーセンタイルは小さい方から3人 

目に当たります。 

 

◆児童虐待による影響の可能性 

数値の目安として、概ね３パーセンタイ 

ル以下の場合は、医学的に精密検査を要す 

る値と等しいとされ、発育不良を疑います 

が、過去の成長発育からみて予測されるラ 

インから、直近の成長曲線がはずれてきて 

いる場合（例：身長が横ばいで増加しない、 

体重の減少や停滞が見られるなど）は児童 

               虐待による影響を疑う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

乳児 

幼児 
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７ 横断的標準身長・体重曲線 男子（０－１８歳） 

 
【発育状況の評価】この表は、年齢別の身長と体重について、平均値と平均値からの差を標準偏差を用いてグラフ化した 

ものです。ＳＤとは、標準偏差（Standard Deviation）を指し、－2ＳＤ以下は医学的に精密検査を要するとされて 

います。また、過去の成長発育からみて予測されるラインから直近の成長曲線がはずれてきている場合（例：身長が 

横ばい、体重の減少や停滞）は児童虐待による影響を疑う必要があります。 
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８ 横断的標準身長・体重曲線 女子（０－１８歳） 

 
【発育状況の評価】この表は、年齢別の身長と体重について、平均値と平均値からの差を標準偏差を用いてグラフ化した 

ものです。ＳＤとは、標準偏差（Standard Deviation）を指し、－2ＳＤ以下は医学的に精密検査を要するとされて 

います。また、過去の成長発育からみて予測されるラインから直近の成長曲線がはずれてきている場合（例：身長が 

横ばい、体重の減少や停滞）は児童虐待による影響を疑う必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



わかる範囲で記入して下さい

［電話・その他］　       聴取者（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ふ　り　が　な

氏　　　名

生年月日・性別

住　　　所

就学状況

ふ　り　が　な

氏　　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子どもとの続柄（　　　）

職　　　業

生年月日・性別

住　　　所

住居状況

●誰から

●いつから

●頻度は

●どのように

●保護者はどう感じているのか？

●現在の居場所

●日常生活の様子

●通園・通学の状況

●子どもの特徴

●家族構成（父親・母親・兄・姉・本人・弟・妹・祖父・祖母）

●年齢

●生活実態

●近隣との関係

氏　名 男・女 匿名希望

住　所

調査協力

・実際に目撃した　・悲鳴や音などを聞いた　

・関係者（　　　　　　　　　）から聞いた

・保護者は提供を（・承知　・拒否　・知らせていない）

●どこと

●どのように

担当者　 （　　　　　　　　　　　　　　　）

連絡日時 （　　　年　　月　　日　午前・午後　　時　　分）

39

通告受付機関

情報源と保護者の了解

通告受付機関以外との
連携状況

子
ど
も

保
護
者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

身体的　・　性的　・　ネグレクト　・　心理的

9   聞きとりシート（例）　　

虐待の種類

記入年月日   　　　年　　　月　　　日（　　）午前・午後  　時  　分　　

　　　年　　　月　　　日生　（　　　）歳　　　男　・　女

未就学・（　　　　）保・こ・幼・小・中・高校　　年　　組

電話（　　　　）　　　-

調査協力（可・否）　通告受付機関からの連絡（可・否）

子どもの状況

虐　待　内　容
（虐待を疑った事実）

情報提供者
（通告者）

 昭和 ・ 平成　　年　　月　　日生（　　　）歳　　男　・　女

アパート ・　マンション　・　借家　・　公営住宅　・　戸建

家族の状況



電話番号 所在地 児童虐待との関連

189 － 虐待通告等

こども家庭相談担当 39-9178
虐待通告受付窓口

及び こども家庭相談 専用

こども福祉課
要保護児童対策地域協議会事務局

子育て支援施策

保健推進課 乳幼児健診・訪問指導、育児相談

障害福祉課 障害福祉サービス

生活支援課 生活保護の相談

教育委員会　教育支援課 子どもの健全育成

男女共同参画課 39-9377
JR宇治駅前

ゆめりあうじ1階
宇治市宇治里尻5-9

ＤＶ相談

消防本部 39-9400
宇治市宇治下居

13-2
救急対応

44-3340 虐待通告受付窓口

43-9911 ＤＶ相談専用

山城北保健所 21-2193
宇治市宇治若森

7-6
発達クリニック、精神保健福祉相談

宇治警察署 21-0110
宇治市宇治宇文字

2-12
虐待、ＤＶ対応

こども発達支援センター 64-6141
京田辺市田辺
茂ケ谷186-1

診察、発達検査

家庭支援総合センター
075-531-9910
(DV専用）

京都市東山区清水
4丁目185-1

ＤＶ相談

精神保健福祉総合センター 075-645-5155
京都市伏見区
竹田流池120

心の健康相談

宇治市役所
宇治市宇治琵琶33

児童相談所全国共通ダイヤル

10  関係機関連絡先

宇治児童相談所
（南部家庭支援センター）

宇
治
市

機　関　名

京
都
府

宇治市大久保町
井ノ尻13-1

22-3141
（代表）

 40
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11  児童虐待防止・対応に関わる法律 （抜粋） 

 

○児童福祉法（抜粋） 

 

（児童の福祉を保障するための原理） 

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、

その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発

達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

 

（市町村の業務等） 

第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調

査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必

要な支援を行うこと。  

 

（要保護児童発見者の通告義務） 

第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所

若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若し

くは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による

通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

 

（要保護児童対策地域協議会） 

第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要

支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の

福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者（以下「関係機関等」という。）により

構成される要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）を置くように努めなけ

ればならない。 

２ 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦（以下「要保

護児童等」という。）に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しく

は特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童

等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

 

第二十五条の三 協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要が

あると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要

な協力を求めることができる。 
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（守秘義務） 

第二十五条の五 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号

に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者 

三 前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者 

 

（児童相談所長の採るべき措置） 

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十

五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法（昭和二十三年法

律第百六十八号）第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた

児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたとき

は、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

 

（都道府県の採るべき措置） 

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項

の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければなら

ない。 

三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児

童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に

入所させること。 

 

（保護者の児童虐待等の場合の措置） 

第二十八条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護

させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の

措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県

は、次の各号の措置を採ることができる。 

一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、

第二十七条第一項第三号の措置を採ること。 

二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又

は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人

に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認

を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。 

 

（一時保護） 

第三十三条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採

るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状

況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は

適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。 
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○児童虐待の防止等に関する法律（抜粋） 

 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その

他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に

満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外

の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者とし

ての監護を著しく怠ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配

偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす

もの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい

心理的外傷を与える言動を行うこと。 

 

（児童虐待の早期発見等） 

第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の

教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係の

ある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努

めなければならない。 

 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都

道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府

県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条

第一項の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはなら

ない。 

 

（守秘義務） 

第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定によ

る通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事

務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、そ

の職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならな

い。 
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（親権の行使に関する配慮等） 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、民法 （明治二十九年法律第八

十九号）第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒

してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該

児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

  引用・参照資料 

 
①  厚生労働省「子ども虐待対応の手引き」 
②  福島県・福島県教育委員会「保育従事者・教職員のための児童虐待対応の手引き」 
③ 千葉県教育庁教育振興部指導課「教職員のための児童虐待対応マニュアル」 
④  大阪府「保健師のための子ども虐待予防対応マニュアル」 
⑤ 奈良県教育委員会「教職員のための児童虐待対応マニュアル」 
⑥ 長岡京市「長岡京市児童虐待マニュアル」 
⑦ 京田辺市・京田辺市要保護児童対策地域協議会「京田辺市児童虐待対応マニュアル」 
⑧ 木津川市「木津川市児童虐待対応マニュアル」 
⑨ 学校保健会「児童生徒の健康診断マニュアル」 
⑩ 京都府「京都府児童相談所及び市町村における子ども虐待対応マニュアル」 

   
 
 
 
 
 
      宇治市児童虐待初期対応ハンドブックについてのお問い合わせは 

宇治市こども福祉課まで 
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宇治市要保護児童対策地域協議会 

 



もしかして児童虐待かな？と思ったら
下記の連絡先へご連絡ください。

        ●宇治市こども家庭相談（市役所3階）
       電話　０７７４－３９－９１７８

        ●こども福祉課（市役所2階）
       電話　０７７４－２０－８７３３
       ※平日の市役所閉庁時間は、２２－３１４１へ。

           （午後１０時まで）
          午後１０時以降及び土・日曜日、祝日は、

                ２２－３１４２へ。

        ●京都府宇治児童相談所
       電話　０７７４－４４－３３４０（24時間対応）

        ●児童相談所全国共通ダイヤル

いちはやく

       電話　　１８９　（24時間対応）
                         ※最寄の児童相談所につながります。

「いちはやく 知らせる勇気 つなぐ声」

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。

11月は児童虐待防止推進月間です。

虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、ご自身が
出産や子育てに悩んだときには、児童相談所や宇治市の窓口に
連絡をしてください。

連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。


